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2019 年 3 月 26 日、タイの内閣は、

ROH、IHQ および ITC に付与さ

れていた税務恩典を終了する 3 件

の勅令の草案を承認しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2019年3月26日に、タイの内閣は、地域統括事業本部

（ROH）、国際地域統括本部（IHQ）および国際貿易セ

ンター（ITC）に付与されていた税務恩典を終了する3件

の勅令の草案を承認しました。

タイが、OECDの税源浸食と利益移転に関する包括的

枠組み（BEPS）プロジェクトに参加して以来、タイ政府

はBEPSのミニマムスタンダードの実施に尽力してきまし

た。そのうちの1つが、「有害税制への対抗」です。

ROH、IHQ、およびITCに付与された税務恩典の一部

は、OECDによって「有害」と考えられていました。タイ政

府は、有害税制を推進しているとみなされないために、

これらの税務恩典を廃止する必要がありました。 

タイ政府は、ROH、IHQおよびITCの終了を見越し、有

害税制に該当しない税務恩典を付与するため、新しい

制度として、国際ビジネスセンター（IBC）の導入を発表

していました。

今般、発表された3件の勅令の草案の主なポイントは、

以下のとおりです。 
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制度 税務恩典の終了日 

ROH1、ROH2 

（ROH2への新規申請は2015年11月15日

に、ROH1への新規申請は2018年10月11日

に、それぞれ締め切られています） 

 ROH1の関連会社から受領するロイヤルティに対する法人所得税

の税率の引下げは、2019年5月31日に終了します。 

 ROH2の関連会社から受領するサービス収益、利子、ロイヤル

ティおよび配当金に対する軽減税率の適用および法人所得税の

免除は、2019年5月31日に終了します。 

 ROH2にて通常、勤務している外国人に対する個人所得税の恩

典は、2019年12月31日に終了します。 

 ROH2から、外国人株主に支払われる配当に対する源泉所得税

の免除は、2019年6月1日より前に発生する適格所得を源泉とし

て、2021年1月1日より前に支払われる配当に対してのみ適用され

ます。 

IHQ 

（IHQへの新規申請は、2018年10月11日に

締め切られています） 

 サービス収益、ロイヤルティ、配当、関連会社株式の売却により生

ずるキャピタルゲイン、国際取引からの収益、および国際取引に

関連するサービス収益を含む、IHQに付与された税務恩典は、

2019年5月31日に終了します。 

 IHQにて通常、勤務している外国人に対する個人所得税の恩典

は、2019年12月31日に終了します。 

 IHQから、外国人株主に支払われる配当に対する源泉所得税の

免除は、2019年6月1日より前に発生する適格所得を源泉として、

2021年1月1日より前に支払われる配当に対してのみ適用されま

す。類似の規定が、IHQから支払われる利息にかかる源泉所得

税に対して適用されます。 

ITC 

（ITCへの新規申請は、2018年10月11日に締

め切られています） 

 国際取引および国際取引に関連するサービス収益について、

ITCに付与された法人所得税の免除は、2019年5月31日に終了

します。 

 ITCにて通常、勤務している外国人に対する個人所得税の恩典

は、2019年12月31日に終了します。 

 ITCから、外国人株主に支払われる配当に対する源泉所得税の

免除は、2019年6月1日より前に発生する適格所得を源泉として、

2021年1月1日より前に支払われる配当に対してのみ適用されま

す。 

 
 

所見 
 

既存のROH、IHQ、ITCに対する税務恩典は認める一方で、これらの制度の新規申請を廃止した2018年12月28日に可

決された法律を考慮すると、タイ内閣から、今般、発表された3件の勅令は予想外なものです。しかし、これは貴社が

ROH / IHQの恩典を有している場合に、IBCへ移行することの積極的な理由を与えるものと考えられます。IBCの税務恩

典は、関連会社株式の売却にかかるキャピタルゲインの免税を認めていないため、貴社が関連する事業再編を検討され

ている場合には、IBCへの移行前に、事業再編を実施することの検討を推奨致します。また、今般の勅令の発表を契機と

して、貴社の事業構造を見直し、必要に応じたリストラクチャリングを行うことを、速やかに検討されることを推奨致します。 
 

歳入局は2019年4月より、IBCの登録を開始することとなります。 
 

タイ政府にとって、BEPSプロジェクトの遵守は、優先事項であることから、上記3件の勅令の草案は、まもなく法律として施

行されると見込まれます。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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